
　
【1】 令和６年７月１日から令和７年６月３０日（１年間）

【3】 ２０歳以上の健康な方で、川の近隣にお住まいの方

【4】 角田出張所のモニター区間全体で３名程度

【5】 月額 ４,５００円程度

【6】 令和６年４月１０日（水）～５月１０日（金）【必着】

【7】

　次の事項を記入し、「はがき」もしくは「封書」でご応募ください。

① ⑦

②

③

④ ⑨

⑤ ⑩

⑥ ⑪

　※行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律に基づき適切に取り扱います。

　※多数の応募があった場合は、地域活動の経験がある方を優先し選考します。

　※選考結果は、郵送または電話でお知らせします。

【8】 応募・問合せ先

応募のきっかけとなった広報媒体を記入してください。
（ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ、募集ﾁﾗｼのうち１つ）

○国土交通省仙台河川国道事務所では、阿武隈川（白石川の一部）、名取川、広瀬川
を管理しています。
○河川整備や河川利用、河川環境に関する地域の要望を把握し、地域との連携を図る
ことを目的に「河川愛護モニター」を、下記のとおり募集します。

日常生活の範囲内で、阿武隈川沿いをモニタリングし、月１回程
度、情報や要望を報告する（モニター区間は約７～１０㎞）

性　　別

年　　齢

住　　所

職　　業

　国土交通省 仙台河川国道事務所 角田出張所 管理第一係長
　住所:〒981-1523 角田市梶賀字高畑北322-3  電話:0224-63-2315

【2】 活動内容

報　　酬

活動期間

応募資格

募集人数

応募期間

氏　　名

応募方法

　（記入事項）

電話番号

⑧

応募理由（川に関する感想・要望等を含めてください）

希望するモニター区間（①～⑥のうち一つ）

地域活動（自治会・ＮＰＯ法人等）の経験の有無

有る場合、組織名・役職

河川愛護モニター経験の有無
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